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介護保険住宅改修費の支給について 

 

介護保険の住宅改修は、要介護または要支援の認定を受けて在宅で介護を受けている方を対象と

しています。被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住

宅等に居住する高齢者との均衡も考慮して、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な

改修を行ったときに、住宅改修の費用を支給するものです。支給対象となる住宅は、被保険者証の

住所欄に記載されている住所地にある住宅です。 

 

【申請方法について】 

 介護保険住宅改修費の給付を受けるための申請方法は２種類です。どちらの場合でも、事前に申

請が必要です。 

 

償還払い 

 

改修費用を全額施工業者へ支払い、改修工事完了後に必要書類を

本庁介護高齢課または各支所地域振興課へ提出することにより、

保険給付分（９割、8割又は7割）を給付する方法 

受領委任払い 

 

介護保険の対象となる工事費用について、改修工事完了後に１

割、２割又は３割を施工業者へ支払い、必要書類を本庁介護高齢

課または各支所地域振興課へ申請することにより、保険給付分を

施工業者へ給付する方法 

※受領委任払いの利用は、登録事業所のみ可能です。 

※受領委任払いの申請について、申請ができる方についての制限

があります。次の方は、受領委任払いでの申請ができませんので

ご注意ください。 

 ①給付制限を受けている方 

②介護保険料の滞納がある方 

 ③要介護認定の申請中（新規申請・変更申請）であるため、 

要介護度が決定していない方 

 ④入院または入所中の方 

※申請後に①～④に該当した場合は、受領委任払いは適用されま

せん。 
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【支給額について】 

 要介護状態区分に関わらず、20万円を上限として改修費の９割、８割又は７割を支給します。

上限を超えなければ、必要に応じて何度でも住宅改修はできます。また、介護の必要の程度が初め

て住宅改修をしたときから３段階（例：要介護１→要介護４）以上進んだ場合や、転居した場合（同

一利用者で同一住所へ転居の場合、１回に限る）は改めて支給を受けることができます。 

 改修工事を行う前に申請が必要となり、申請前に行った住宅改修は支給の対象となりません。 

「介護の必要の程度」の段階 要介護状態区分 

第六段階 要介護５ 

第五段階 要介護４ 

第四段階 要介護３ 

第三段階 要介護２ 

第二段階 要支援２または要介護１ 

第一段階 要支援１ 

 

【対象となる住宅改修】 

 種類 内容 

①手すりの取付け 
転倒予防や移動、移乗動作を助けるためのもので、廊下・便所・

浴室・玄関・玄関から道路までの通路等へ設置するもの 

②段差の解消 

転倒予防のため、居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床

の段差、玄関から道路までの通路等の段差を解消する工事 

（スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、敷居を低くする等） 

③滑りの防止及び移動の

円滑化等のため床又は通

路面の材料の変更 

滑りの防止、移動の円滑化のため、床または通路面の材料を変更

する工事（階段の滑り止めの設置、畳を板敷きまたは滑りにくい

材料へ張り替える等） 

④引き戸等への扉の取替

え 

開き戸を引き戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事の

ほか、ドアノブの変更、戸車の設置等 

⑤洋式便器等への便器の

取替え 
和式便器を洋式便器へ取り替える工事 

⑥その他①～⑤の住宅改

修に付帯して必要となる

住宅改修 

手すりの取り付けに伴う下地補強・浴室の床のかさ上げや便器の

取替え等に伴う給排水設備工事 等 
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【留意事項】 

●設計・積算の費用 

住宅改修を前提とした設計・積算の費用は住宅改修費として取り扱われますが、住宅改修を

伴わない設計・積算は支給対象となりません。 

 

●新築または増築の場合 

住宅の新築は住宅改修とは認められません。増築や新たに居室を設ける場合は対象となりま

せんが、廊下の拡幅に伴う手すりの取り付けや和式便器から洋式便器に取り替える場合の便所

の拡張に伴う手すりの取り付けなどは対象となります。 

  

●支給対象外の工事を合わせて行う場合 

   保険対象部分の抽出、按分等により、支給対象となる費用を算出してください。 

 

 ●浴室をユニットバスにする場合 

   浴室をユニットバスにする場合は、住宅改修の対象となる工事を行った場合でも支給の対象

となりません。 

 

 ●被保険者等が住宅改修を行った場合 

   被保険者自らが材料を購入し、本人・家族により住宅改修が行われた時は、材料の購入費の

み支給対象となります。申請には、材料の販売者が発行した領収書のほか、工事内訳書（使用

した材料の内訳を本人・家族が記載）が必要となります。 

   なお、この場合も、住宅改修が必要な理由書等は必要です。 

 

 ●複数の被保険者が一つの住宅に居住している場合 

   被保険者ごとの支給申請が可能ですが、同時に行われた場合は、申請した住宅改修の範囲が

重複しないように申請してください。 

 

●住宅改修の工事着工後に病院入院や介護保険施設へ入所することになった場合 

要介護者が入院入所するまでに工事が完成した部分まで給付対象となります。 

（※この場合、施工事業者への支払額は９割、8割又は7割の支給予定額に満たない金額とな

ります。また、市から施工業者への補てんはしません。） 

 

●住宅改修中に要介護高齢者が死亡した場合 

死亡時まで完成している部分が給付対象となります。 

（※この場合、施工業者への支払額は９割、８割又は７割の支給予定額に満たない金額となり

ます。また、市から施工業者への補てんはしません。） 
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【住宅改修の進め方】 

 

住宅改修の計画について、利用者・家族・ケアマネジャー・施工業者と検討・相談 

 

本庁介護高齢課または各支所地域福祉課へ事前申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住宅改修が必要な理由書については、担当ケアマネジャーまたは作業療法士、理学療法士、福

祉住環境コーディネーター２級以上の資格を持つ方が作成することになります。 

介護保険サービスを使っておらず、担当ケアマネジャーがいない方は、市へご相談ください。 

 

審査 

村上市で申請書を確認し、承認の連絡をします。連絡後、利用者に確認し、工事を着工してくだ

さい。承認の連絡の前に住宅改修を開始することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着工→完成 

 

 

【償還払い】 

・介護保険住宅改修費支給申請書 

・住宅改修が必要な理由書 

・見積書 

・改修箇所の図面 

・着工前の日付入り写真 

・承諾書（本人以外所有の住宅の場合） 

【受領委任払い】 

※受領委任払いができる業者か確認 

・介護保険住宅改修費支給申請書 

・住宅改修が必要な理由書 

・見積書 

・改修箇所の図面 

・着工前の日付入り写真 

・承諾書（本人以外所有の住宅の場合） 

【受領委任払い】 

承認の場合は、「居宅介護（介護予防）住宅

改修承認通知書」を利用者と施工業者へ送

付します。 

※承認通知書が発行された後でも受領委任

払いのできる利用者に該当しなくなった場

合は、承認が取り消され、受領委任払い制

度は利用できなくなり、償還払いとなりま

す。（施工業者へもお知らせします。） 

【償還払い】 

承認の場合は、事前申請を提出された方へ

電話等で連絡します。 
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支払い（利用者から施工業者） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本庁介護高齢課または各支所地域振興課へ完了報告書を提出 

 

 

 

 

 

 

 

完了報告書受付審査・決定通知書の送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

支払い（市から利用者または施工業者） 

 

 

 

 

  

 

 

 

【注意すべき点】 

・申請書類に不備があった場合や施工された住宅改修に疑義が生じた場合など、審査に通常以上の

時間を要する場合は、通知や支払いが遅れる場合があります。 

・住宅改修費受領委任払いによる給付支給についても、介護保険対象の工事分しか給付されません。

介護保険対象外の工事について発注者から工事代金の徴収ができない場合、村上市では工事代金      

の補填はしません。また、それによるトラブルについても責任は負いません。 

【償還払い】 

・完了後、工事費全額を施工業者へ支払う 

・被保険者の名前で領収書をもらう 

【受領委任払い】 

・完了後、介護保険対象額の１割、２割又は３

割の金額＋対象外経費を施工業者へ支払う 

・被保険者の名前で領収書をもらう 

・被保険者の名前で領収書をもらう 

【償還払い・受領委任払い】 

・介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修完了報告書 

・住宅改修に要した費用に係る自己負担分の領収書（原本） 

・工事費内訳書 

・住宅改修後の状態が確認できる日付入り写真 

【受領委任払い】 

・利用者に対し、支給決定額、支給日等が 

記載された「介護保険償還払支給（不支給） 

決定通知書」を送付します。 

・施工業者に対し、振込予定日、振込額等 

が記載された「介護保険住宅改修費等の受 

領委任払い振込通知」を送付します。 

【償還払い】 

・利用者に対し、支給決定額、支給日等が

記載された「介護保険償還払支給（不支給）

決定通知書」を送付します。 

【受領委任払い】 

・受領委任した施工業者へ対象経費の９割、

８割又は７割分について、指定口座へ振込

します。 

【償還払い】 

・対象経費の９割、８割又は７割分を指定口

座へ振込します。 
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お問い合わせ 

村上市役所（本庁）介護高齢課 

介護保険室 

 

〒958-8501 

村上市三之町１番１号 

 

TEL：0254-53-2111(代表) 

FAX：0254-53-3840 

荒川支所 地域振興課 

地域福祉室 

 

〒959-3192 

村上市山口４４４番地 

 

TEL：0254-62-3104(直通) 

FAX：0254-62-5272 

神林支所 地域振興課 

地域福祉室 

 

〒959-3492 

村上市岩船駅前５６番地 

 

TEL：0254-66-6113(直通) 

FAX：0254-66-6110 

朝日支所 地域振興課 

地域福祉室 

 

〒958-0292 

村上市岩沢５６１１番地 

 

TEL：0254-72-6887(直通) 

FAX：0254-72-0328 

山北支所 地域振興課 

地域福祉室 

 

〒959-3993 

村上市府屋２３２番地 

 

TEL：0254-77-3113(直通) 

FAX：0254-77-2217 

 


